
 年 間 医 療 費 通 知 通知媒体変更のお知らせ 

日研グループ健康保険組合 2023.12.01 

  

毎年 2 月中旬に郵送もしくは事業所からの配布により「年間医療費通知」をお届けして参りましたが、

今年度より健康マイポータル「コネクト」から各自印刷して頂く方式となります。 

   

コネクトの初回ログイン方法は健保 HP にある「健康マイポータルコネクト」バナーをクリック後の

ページに掲載してありますのでご参照ください。 

印刷手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 1 月～12 月までのデータは令和 6 年 3 月 1 日以降、コネクトで照会・印刷が可能となります。 

2 月中に確定申告を行う方は、コネクトで印刷した上で、お手元の 12 月分領収書・明細書の金額を加

えて確定申告をお願い致します。 （2 月中は令和 5 年 12 月医療費が反映されておりません） 

①対象年度の　明細一覧へ　を押す

②対象者を選択 ③表示するを押す

④印刷画面へを押す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健保にて印刷発行をご希望の方は日研グループ健康保険組合に℡連絡頂くか、 

コネクト上の各種申請より申請をお願い致します。         

 

日研グループ健康保険組合 

℡ 03-5480-7025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷画面イメージ



日研グループ健康保険組合 

 

 

 

年間医療費のお知らせをご確認頂き、「支払った医療費の額」に記載されている金

額が 4６,000 円を超えている場合、該当月の高額療養費・付加金支給対象の可能

性がございます。未申請の月がないか、今一度ご確認ください。 
 

 

 

 日研グループ健康保険組合（以下当組合）では、窓口負担が自己負担限度額を超えたときに、限度額を

超えた金額を払い戻す高額療養費制度とともに、付加金という独自の制度がございます。 

付加金とは、ひと月の保険診療分の自己負担額（同じ人が、同じ月に、同じ診療科に支払った保険診療分の自

己負担金額合計）が 45,000 円を超えたときに、超えた金額を当組合から支給するものです。（算定額

1,000 円未満の場合は支給対象外） 

 

 

 

１． 診療日時点で当組合員であること。 

２． 市町村による医療費補助制度の対象でないこと（原則として、当組合では公費が優先されます） 

 

 

 

 高額療養費支給申請書に必要事項をご記入頂き、領収書の原本とあわせて当組合までご提出く

ださい。 

 

※1カ月に 21,000円以上の支払いが複数ある場合、合算して自己負担限度額を超えた分が 

高額療養費として払い戻されます。該当の領収書全てを添付し、ご申請ください。 

 

≪ご留意ください≫ 

年間医療費のお知らせは医療機関からの請求内容に基づいて作成しております。実際の窓口支払額（領収書

記載額）が医療機関からの報告内容と異なった際は、 

・支給金額が発生しない 

・年間医療費のお知らせに記載された費用から計算した想定金額より、支給金額が少ない  

など、ご自身で行われた概算金額と実際の支給金額が異なる場合がございます。 

年間医療費のお知らせをご確認ください。 

制度内容 

 

 

支給対象 

 

 

申請方法 

 

 


